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成長産業発注開拓コーディネーター設置業務委託に係る 

企画提案募集要項（公募型プロポーザル方式） 

 

１ 趣旨 

山梨県の機械電子産業における高い技術力や立地特性を活かし、県内企業の、医療機器、

水素・燃料電池、航空・宇宙・防衛関連の成長産業進出を一体的に促進するため、公益財団

法人やまなし産業支援機構が設置する「成長産業総合支援センター」が実施する、県内機械

電子産業等企業の成長産業（医療機器、水素・燃料電池、航空・宇宙・防衛）の受注獲得の

支援に向けて、関連する大手企業、メーカー等に対する発注開拓や本県ものづくり企業のＰ

Ｒを行う専任のコーディネーターを設置します。 

 なお、本公募は、令和８年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、予算成立

前に募集の手続きを行うものであり、予算の執行は、令和８年度当初予算の成立状況によっ

て、今後、募集を中止することや内容を変更することがありますので、予めご了承くださ

い。 

 

２ 業務の概要 

（１） 委託業務名称 

成長産業発注開拓コーディネーター設置業務 

（２） 業務内容 

別紙「成長産業発注開拓コーディネーター設置業務委託仕様書」による 

（３） 契約期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４） 委託料上限額 

金１６，９０７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ この金額は、本業務の調達における提案価格の上限額であり、契約時の予定価格  

を示すものではない 

  ※ この金額には実績に応じて支払う旅費（上限１，０００，０００円）を含むもの

とする 

（５） 業務執行部署 

〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3F 

公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新事業創造課 

電 話：０５５－２４２－６３８３ 

Ｆ Ａ Ｘ：０５５－２４３－１８８５ 

メールアドレス：sinjigyo@yiso.or.jp 

 

３ 応募資格要件 

企画提案への参加を希望する者は、次の要件を全て満たしている法人又は団体とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により入札に参加することができない者で
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ないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申し立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生法手続き開始の申し立てが

なされている者（更生手続き開始又は民事再生法手続き開始の決定を受けた者を除く）

でないこと。 

（３）公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２３年

４月１日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成１０年４月１

日）」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあってはそ

の役員が暴力団員でないこと。 

（５）過去５年以内に、国、地方公共団体、公益法人からの同種又は類似の業務を受託した

実績を有する者であること。 

（６）山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

 

４ 参加申込書の作成・提出 

企画提案への参加を希望する者は、次に掲げる事項に留意の上、参加申込書を提出するも

のとします。 

（１） 提出書類 

① 参加申込書（様式第１号） 

② 誓約書（様式第２号） 

③ 参加要件具備説明総括書（様式第３号） 

④ 会社概要（任意様式・パンフレット等可） 

（２） 参加申込書の提出期限並びに提出先及び方法 

① 提出期限：令和８年３月２３日（月）正午必着 

（土曜日、日曜日及び休日は除く。提出時間は午前９時から午後５時まで） 

② 提 出 先：２（５）に同じ。 

③ 提出方法：持参又は郵送 

（３） 参加資格要件の審査 

提出書類等に基づき審査。 

（４） 結果通知 

参加資格審査の結果は、令和８年３月２４日（火）までに、全ての申請者に対し通

知します。 

（５） その他の留意事項 

参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

５ 説明会 

開催しません。 
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６ 質問 

本業務に対し質問がある場合は、質問書（様式第４号）に記載の上、電子メールにて２

（５）に送信してください。なお、電話による質問は受け付けません。また、質問を送信し

た場合には、電話でメールの受信確認を行ってください。 

（１） 受付期間：公告の日から令和８年３月２４日（火）午後５時まで 

（２） 回答：回答は、質問者へ随時回答するとともに、質問者以外の参加資格保持者へ周

知が必要な回答については、担当者宛てメールで周知します（質問者名は非公開）。 

 

７ 企画提案書の作成・提出 

本業務に企画提案する者は、次に掲げる事項に留意の上、企画提案書を提出するものとし

ます。提出期限までに提出書類（企画提案書、企画書）を提出しない場合や応募資格の要件

が満たない場合は、企画提案参加資格がないものとします。 

（１） 提出書類 

① 企画提案書（様式第５号） 

② 企画書（任意様式）別添「企画書作成における留意事項」を参照すること。 

（２） 提出部数及び方法 

① 提出部数：４部（正本１、副本３） 

② 提出方法：持参又は郵送 

③ 提出期限：令和８年３月２６日（木） 正午必着 

（土曜日、日曜日及び休日は除く。提出時間は午前９時から午後５時まで） 

④ 提 出 先：２（５）に同じ。 

 

８ 審査及び結果通知 

（１） 審査方法 

公募型プロポーザル方式により、企画提案者の企画提案書を書面にて審査します。 

審査は提出７（２）の提出期限までに提出した資料のみを用いて行うものとし、追

加資料の提出は一切受け付けません。 

（２） 審査基準 

・別紙「審査基準」により、企画提案者ごとに、企画提案（配点９０点）、価格提案（配

点１０点）の内容をそれぞれ評価し、採点します。 

・企画提案に関する点数は、審査委員の評価点数を合計し、審査委員数で除して算出

します。 

・価格提案に関する点数は、次の式により算出します。 

価格提案に関する点数＝１０点×企画提案者のうち最低提案価格／ 

当該企画提案者の提案価格 

・企画提案に関する点数及び価格提案に関する点数を合計して、最も高い企画提案者

を業務委託候補者とします。同点の場合は委員の合議によるものとします。 
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・最低基準点は５０点とし、これに満たない場合は業務委託候補者としません。 

（３） 審査結果 

審査結果は書面により通知します。なお、選定業者の公開予定はありません。 

 

９ 留意事項 

（１） 企画提案書は複数提出することはできません。 

（２） 提出された企画提案書は、返却しません。 

（３） 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

（４） 提出された企画提案書は、委託業者の選定以外に無断で使用しません。 

 

１０ 契約 

審査の結果、業務委託候補者を優先交渉権者として交渉を行い、随意契約により契約を締

結します。ただし、業務委託候補者と協議が整わず、契約の見込みがないとき、または契約

候補者が契約締結までの間に企画提案参加資格を満たさなくなったときは、次点の提案者

と契約に向けて協議を行います。 

 

１１ その他 

（１）企画提案において使用する言語は日本語とします。 

（２）山梨県財務規則第１０９条の２第７項により契約保証金は免除します。 

（３）本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。 

（４）配置予定担当者の変更は業務完了まで病休・死亡・退職等、公益財団法人やまなし産

業支援機構が認める理由の他は認めません。 

（５）災害等、不測の事態が生じた場合は、本業務に関する手続きを延期することがありま

す。 


